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本細則は、米百俵プレイス北館館内規則３の（ケ）の④に基づき、合同会社 SPC米百俵プレイ

ス北館が所有する米百俵プレイス北館の通路の一部を長岡市中心市街地活性化協議会が運営する

「まちなか学生ギャラリー」の展示品の会場として利用するための条件や手続きなどを定めるも

の。 

 

■ 使用の目的について  

 

【使用目的】 米百俵プレイス北館１階廊下にて学生などの作品を展示することで、美観の向 

上及びまちなかの賑わい創出を図るもの 

【使用場所】 米百俵プレイス北館１階通路の東側壁面（マグネット掲示箇所） 

       ※別添の配置図参照 

【使用用途】 写真、絵画などの作品の展示（壁面に展示できるものに限る） 

 

■ 使用の申し込み  

(1) 受付期間 

  利用日の６か月前から 10日前まで 

(2) 申し込み方法 

  米百俵プレイス北館事務局へのメールまたは FAX 

(3) 提出書類 

  ・NPO 法人ながおかミライ創造ネットワーク（運営窓口）所定の申込書の写し 

  ・展示する作品の写真など展示内容が分かるもの 

(4) その他注意事項 

    ・空き状況の確認や仮予約を受け付けますので、事前にメールまたは FAX で事務局まで 

お問い合わせください。 

    ・同時申し込みにおいて、使用申し込み日が重複する時は、抽選により決定します。 

    ・使用許可を受けた期間以外の使用はできません。 

 

■ 使用の制限 

次の各号のいずれかに該当する場合は使用は認めないものとします。 

（1） 公の秩序、風俗を害する恐れのある展示 

（2） 政治的、宗教的な展示 

（3） 米百俵プレイス北館、及びその周辺の建物や附属設備を損傷・滅失する恐れの 

ある展示 

（4） 上記のほか、管理上及びテナントの運営上、特に支障があるとき 

 



■ 使用の承認の取消し 

次の各号のいずれかに該当する場合は使用の承認を取消すものとします。 

（1） 使用する権利を他の使用者に譲り渡し、又は、転貸したとき 

（2） 事務局及び施設管理者の指示を守らないとき 

（3） 不正な手段によって使用の許可を受けたとき 

 

■ 使用について 

（1） 事前打ち合わせ 

・円滑に進行させるために、原則使用日の 3日前までに、主催者（責任者）は 

施設管理者と具体的な事柄の打ち合わせを済ませてください。  

     ・遂行スケジュール・・・展示する期間 

     ・プログラム   ・・・展示の内容がわかるもの 

     ・仕込み図    ・・・展示物の配置図や種類、場所など 

     ・非常時対応   ・・・非常災害の発生に備え、非常口・避難通路・消火器具 

                 の位置など 

      ※米百俵プレイス北館施設利用者の通路となっていますので、必ず一般歩行者の通 

路を確保してください。 

（2） 禁止事項     

・騒音又は大声を発生する等他人に迷惑を及ぼす行為 

・壁、柱、床等に貼紙、釘打ち、テープの直張り 

     ・施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為   

     ・事前に許可を受けた展示物以外の展示 

     ・所定以外の場所への展示、立ち入り 

      

（3） 注意事項 

・設置等を行う場合は主催者（責任者）が必ず施設管理者と事前に日時を調整し 

たうえで、施設管理者の立会いのもと、行ってください。 

立ち合いの時間になっても主催者（責任者）がおいでにならない場合は、会場を開 

放いたしません。 

     ・資材搬入用の車両は事前に施設管理者に連絡のうえ、荷捌コーナーに駐車し、搬入 

ください。（ただし、30分以上の駐車及び資材搬入以外の駐車は禁止） 

     ・駐車をする場合は、米百俵プレイス北館の駐車場（有料）をご利用ください。 

     ・設営資材の搬入、設営、撤去、搬出にあたっては、養生をするとともに、物をひきず

らないこと。不良台車の使用も禁止いたします。 

     ・展示物の管理は主催者（責任者）の責任で行ってください。 

     ・展示物に係る事故やトラブルまたは盗難等が発生した場合は、主催者（責任者）の



責任で処理を行ってください。また、当該事由が発生した場合は施設管理者に届け

出をしてください。 

     ・施設の設備、備品等を破損、汚損、紛失した場合、速やかに施設管理者に届け出を

してください。（損害は主催者（責任者）の責任において賠償すること。） 

     ・使用期間中は整理整頓に努め、設置場所において発生したゴミはすべてお持ち帰り

ください。 

     ・不要の資材等は都度片付け、搬出してください。（物置場として使用しないこと） 

      施設内は資材、荷物の保管場所はありません。 

 

■ 使用終了後 

（1） 展示終了後は直ちに原状回復し、施設管理者の立会いのもと、点検を受けてください。 

（2） 展示物、資機材等持ち込んだ物は、すべて撤去、搬出してください。 

（3） ゴミ等はすべて主催者の持ち帰りとします。（清掃用具は必ずご持参ください） 

 

■ 使用料金 

使用料は徴収いたしません。 

 

 

【問い合わせ・受け付け先】 

 米百俵プレイス北館 事務局 フィンテックアセットマネジメント株式会社 

MAIL：kitakan-mginfo@fgi.co.jp ［北館まちなかギャラリー］ 

FAX：03-6456-4641 

 

  米百俵プレイス北館 施設管理者 二幸産業株式会社  

 住所：長岡市坂之上町 3-2-3 

 TEL：0258-36-7152 

        

 


